
会 議 録  

 

名  称 令和６年度第１回 世田谷区公文書管理委員会 

日  時 令和６年６月７日 金曜日 午前１０時１０分～午前１１時２８分 

場  所 世田谷区役所 東棟 東４０６会議室 

出席委員 野村武司 下重直樹 野口朋隆 大木悠佑 

事 務 局 総務部長 須藤剛志、区政情報課長 松見径、区政情報課管理係長 林恵理子、 

     区政情報課管理係 伊藤暢哉 村田真也 三谷真麻 

 

 

１ 開会 

２ 委員・事務局の紹介 

３ 会長・副会長の互選  

４ 議事 

（1）令和６年度の委員会開催日程・審議内容等について（予定） 

（2）諮問第17号 

令和５年度に作成した保存期間が１年未満である公文書の移管及び廃棄に関する意見聴取に

ついて（追加作成分） 

（3）諮問第18号 

令和６年度に作成する保存期間が１年未満である公文書の移管及び廃棄に関する意見聴取に

ついて 

（4）次回の開催予定 

５ 閉会 
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１．開  会 

○区政情報課長 それでは、定刻を過ぎましたので、ただいまから令和６年度第１回公文書管

理委員会を開会いたします。 

 私は区政情報課長の松見と申します。よろしくお願いいたします。後ほど会長を御選出

いただくまでの間、会の進行を務めますので、よろしくお願いいたします。 

 この公文書管理委員会は、令和２年４月１日に施行された世田谷区公文書管理条例によ

り設置された区長の附属機関でございます。昨年度で２期目が終了しまして、本年４月か

ら３期目の任期が始まっております。任期は２年間となります。よろしくお願いいたしま

す。 

 本日は、オンラインと対面とのハイブリッド会議となっております。発言の際には、ま

ずお名前を告げていただいてからお話を始めていただくようにお願いをいたします。 

 

２．委員・事務局の紹介 

○区政情報課長 それでは、委員・事務局の紹介をしたいと思います。 

 まず、委員の皆様方から御紹介をさせていただきます。 

〔委員紹介〕 

○区政情報課長 続きまして、総務部長より御挨拶申し上げます。 

〇総務部部長 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、御出席をいただきましてどうもあ

りがとうございます。私、本年４月に総務部長に着任いたしました須藤と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 この公文書管理委員会ですけれども、今年度、先ほど課長のほうからありましたよう

に、３期目ということでスタートになります。皆様に今期の委員をお引き受けいただきま

して、まずお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

 区では、令和４年度に公文書管理の条例を改正して、その際に公文書管理委員会での御

議論をいただいた、そうした御意見を参考に、重要公文書、それから特定重要公文書の規

定を定めたと伺っております。また、昨年度も重要公文書の評価選別につきまして、具体

的な基準を持って実施するよう改正を行ったということでございます。この公文書管理条

例に基づいた文書管理は、区民の共有の知的財産であります公文書の適正な管理、それか

ら特定公文書の適切な保存と利用につながると考えておりますし、透明性の高い開かれた

区政を確保することにも重要であると思っています。情報公開の基盤として、区民からの
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信頼に応える必要な取組と考えております。 

 委員の皆様におかれましては、この公文書の移管・廃棄をはじめとする公文書管理を適

切に行うために、御多忙のことと存じますけれども、今期も貴重な御意見、御教示を賜る

ことができればと存じます。私どもも、なるべくこの委員会につきまして円滑な運営とな

るように努めてまいりたいと思いますので、御理解、御協力をよろしくお願いしたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。 

 

○区政情報課長 続きまして、事務局の職員を紹介いたします。 

〔事務局職員紹介〕 

 管理係長は林でございます。 

○区政情報課長 今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 ここで、誠に恐縮ではございますが、部長ですが、この後の予定がございますので、退

席をさせていただきます。 

 

３．会長・副会長の互選 

〔野村委員を会長に選任、下重委員を副会長に選任〕 

○区政情報課長 それでは、ここからの議事の進行は会長にお願いしたいと思います。会長、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○会長 よろしくお願いいたします。 

 まず、傍聴の有無はいかがでしょうか。 

○事務局 本日、委員会につきまして傍聴の希望はございませんでした。 

○会長 ありがとうございました。 

 次に、配付資料の確認をお願いできればと思います。 

○事務局 事務局から資料の確認をいたします。資料一覧をお配りしておりますので、それに

従いまして確認いたします。 

 先頭番号01が資料の送付のかがみ文でございますので、資料としては先頭番号02の会議

次第からになります。先頭番号03は、諮問第17号諮問文でございます。続いて、先頭番号

04は、紙ではＡ３判の資料になります。データではエクセルの資料になりますが、こちら

は令和５年度１年未満保存フォルダの目録（追加作成分）でございます。先頭番号05は、

諮問第17号答申文の案でございます。先頭番号06は、諮問第18号の諮問文でございます。
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先頭番号07は、紙の資料はＡ３判の資料で、データはエクセルの資料になりますが、こち

らが令和６年度１年未満保存フォルダの目録でございます。こちらは大変分量が多いの

で、紙の資料は１ページ目のみ御用意させていただいております。先頭番号08は、令和６

年度公文書管理委員会委員名簿・事務局名簿です。先頭番号09は、令和６年度世田谷区公

文書管理委員会開催日程・審議内容等でございます。先頭番号10は、１年未満保存文書の

性格分類表、先頭番号11は、区長が定める重要公文書の評価選別に関する基準、先頭番号

12は、公文書の廃棄に係る新型コロナウイルス感染症に関する公文書の取扱いについてで

ございます。また、資料一覧に記載はございませんが、机上に各関係条例や規則関係に関

する資料をファイルにとじたものを配付させていただいております。 

 資料の確認は以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 

４．議  事 

（1）令和６年度の委員会開催日程・審議内容等について（予定） 

○会長 それでは、議事に入りたいと思います。 

○事務局 それでは、事務局から説明いたします。配付資料の参考資料２、令和６年度世田谷

区公文書管理委員会開催日程・審議内容等を御覧いただけたらと思います。 

 今年度、３件の諮問事項と全７回の委員会の開催を予定しております。諮問３件のうち

２件は諮問第17号と諮問第18号について、本日、諮問いたします。可能でしたら諮問第17

号について、本日、確認を終え、本日、答申をいただきたいと考えております。諮問第18

号については、次回、第２回の委員会までに確認を終え、第２回の委員会で答申をいただ

きたいと考えております。そして、第３回の委員会については、残りの諮問第19号につい

て諮問し、こちらは大変分量が多いので、第７回の委員会までに確認を終えて答申をいた

だきたいと考えております。ただし、会の進行状況によりまして追加で委員会を開催させ

ていただく場合がございますので、あらかじめ御了承ください。また、２回以降の委員会

はオンラインで開催予定でございます。 

 委員会の開催予定の説明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 

（2）諮問第17号 
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○会長 では、諮問第17号ですか、よろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは、事務局から御説明いたします。資料No.17－１、諮問第17号の諮問文を

御覧ください。諮問第17号、令和５年度に作成した保存期間が１年未満である公文書の移

管及び廃棄に関する意見聴取について（追加作成分）でございます。なお、諮問の番号に

ついては、前年度からの通し番号ということで引き継いでまいりたいと思います。 

 こちらは令和５年度に作成の保存期間が１年未満である公文書のうち、前年度の諮問第

15号による意見聴取以降に追加で作成されたフォルダを対象とするものでございます。移

管及び廃棄の妥当性について、公文書管理条例第８条第２項の規定に基づいて諮問いたし

ます。対象のフォルダの件数は128件でございます。 

 続いて、資料No.17－２、令和５年度１年未満保存フォルダの目録（追加作成分）、そ

れから参考資料３の１年未満保存文書の性格分類表、こちらを２つ併せて御覧いただけた

らと思います。 

 まず初めに、目録の構成について御説明させていただきます。 

 まず、Ａ列ですが、こちらは通し番号でございます。資料では番号順に並んでおりませ

んが、こちらは後ほど説明いたしますＩ列の１年未満性格分類の１番から順に並んでいる

ため、番号がずれております。 

 続いて、Ｂ列が管理所属です。各フォルダを管理する所属の名称、略称でございます。

組織改正や事務移管等によりフォルダを管理する所属が変わった場合は、この管理所属を

変更することになります。目録に記載のある所属は現時点におけるフォルダの管理所属で

ございます。 

 続いて、Ｃ列が大分類、Ｄ列、中分類、Ｅ列、フォルダ名というのが、事務事業の大き

なまとまりから個々の業務などを分類する単位、フォルダの名称でございます。大分類に

ついては、共通とそれ以外のもので大別することができます。共通とあるものについて

は、全庁の所属において共通して発生し得る文書について、フォルダの名称、保存期間を

統一しているものでございます。例えば、ホームページの作成原稿、それから予算の編成

に関する資料といったものになります。一方で、共通以外のものというのは、各所属にお

いて固有の業務ごとに作成または収受する文書について収納するフォルダを分類したもの

で、分類名や保存期間は各所属において定めているものになります。 

 Ｆ列については作成年度になります。各フォルダが作成された年度を示すものでござい

ます。今回の目録については、全て令和５年度となっております。 
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 Ｇ列については保存期間になります。各フォルダに設定されている保存期間でございま

す。今回の目録については、全て１年未満となっております。 

 Ｈ列は保存満了後処理、そのフォルダの保存期間が満了した際の取扱いについて、所属

の意向を示したものでございます。廃棄とするか、特定重要公文書として区政情報課に移

管するかの判断です。最終的には、この公文書管理委員会の意見の聴取を経て取扱いが決

定されることとなります。 

 目録の構成については、説明は以上になります。 

 続きまして、１年未満性格分類について御説明いたします。参考資料３の１年未満保存

文書の性格分類表を御覧いただけたらと思います。こちらの分類ですが、全部で12分類ご

ざいます。１から順に説明させていただきます。 

 まず、１番としておりますのが、庁内において別途、正本・原本が管理されている公文

書の写し（事務連絡等を目的とした庁内会議資料の主管課以外の保有分）でございます。 

 分類２は、区内部における業務上の定型的な依頼、通知等の事務連絡文書（管理所属か

ら発するものの控え等）でございます。 

 分類３は、区内部における業務上の定型的な依頼、通知等の事務連絡文書（管理所属が

受領したもの）でございます。 

 分類４は、所管する事務事業の参考のために、出版物、公表物等を単に複写・編集した

もの（新聞記事の切抜き、参考図書の写し等）でございます。 

 分類５は、所管する事務事業に関する事実関係の問合せのために作成した文書（簡易な

照会の依頼文の発出又は受領した依頼に対する回答に関する文書）でございます。 

 分類６は、ホームページ作成時の原稿（各所属作成分）、印刷物等原稿（原稿とりまと

め所属に提出したものの控え）でございます。 

 分類７は、区の施設や物品、庁有車等の維持管理に関する記録簿・日誌又は申請書・報

告書等であって、長期保存をする必要のない文書（使用記録簿、運転手付貸出車両を除く

車両の運転日誌等）でございます。 

 分類８は、日常的に更新又は短期間に繰り返し発生する文書であって、最新のものがあ

れば業務上支障がないものでございます。 

 分類９は、一定の期間内に限定して行われる処理に使用される資料や目録等又は軽易で

定型的な処理を繰り返し行う場合の当該処理に係る文書等であって、処理終了後に廃棄し

ても支障のない文書（チェックリスト等）でございます。 
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 分類10は、外部機関から収集した又は送付されたもので、長期保存をする必要のない文

書（簡易な事務連絡、参考資料、パンフレット、ＤＭ、会報等）でございます。 

 分類11は、庁内他部署から送付された参考資料等（所管する事務事業に関する参考資

料、広報誌、刊行物、チラシ・パンフレット、会報等）でございます。 

 最後に、分類12は、常用取扱いをするもののうち、当該年度末までに廃棄する文書を区

分するために使用するフォルダ（常用期間が終了し、次年度以降の参照の必要性が全くな

くなった文書）でございます。 

 １年未満保存文書の性格分類表についての説明は以上でございます。 

 続いて、フォルダの具体の内容について説明させていただきます。先ほど少し触れさせ

ていただきましたが、本日お配りしているＡ３判の資料、またエクセルの資料は、Ｉ列の

１年未満性格分類表について、１番から順に並ぶように示しているものでございます。説

明はこの順番に沿って、分類の番号ごとに行いたいと思います。１つの分類の説明を終え

たら、委員の皆様に、保存終了後の処理が廃棄でよいか、またはそれ以外に、例えば保存

期間であるとかフォルダ名に不適切なものはないか、御意見を賜りたいと考えておりま

す。確認を終えましたら次の分類に説明を移らせていただきたいと考えておりますが、こ

のような進め方でよろしいでしょうか。 

○会長 どうぞ。 

○事務局 ありがとうございます。それでは、性格分類の番号順に説明させていただきます。

また、今回、性格分類の１番と８番と12番に該当するものはございませんでしたので、ま

ずは２番の性格分類からになります。この後の３番も件数が少ないので、２番と３番、ま

とめて説明させていただきます。 

 まずは２番の性格分類ですが、区内部における業務上の定型的な依頼、通知等の事務連

絡文書であって、管理所属から発するものの控えでございます。一方で、３番は管理所属

が受領したものとなっております。 

 性格分類２として目録に記載があります対象のフォルダが８件ございます。フォルダと

いたしましては、池尻まちづくりセンター、納税課、公共施設マネジメント課、生活福祉

課、障害施策推進課、生涯学習課が管理しているフォルダになります。内容といたしまし

ては、フォルダ名が業務システム関連作業依頼（ＳＫＹ２含む）というフォルダで、これ

がＳＫＹ２という業務システムの一つになるんですけれども、こちらに関連する作業を依

頼する帳票の控えが入っているというものでございます。こちらに該当するものが２件、
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そして、フォルダ名が公用車使用申込書控というフォルダが４件、それから生涯学習課が

管理するフォルダで、係会、係長会というフォルダが性格分類２として上がってきている

ものでございます。 

 続きまして、性格分類３のフォルダになります。こちらは上町まちづくりセンターが管

理しているフォルダで、フォルダ名が定期庶務連絡。次の世田谷総合支所の区民課が管理

しているフォルダで、フォルダ名が住民記録連絡事項。次の烏山出張所が管理しているフ

ォルダで、フォルダ名が住民記録ＦＡＸ一斉連絡通知。次の工業・ものづくり・雇用促進

課が管理しているフォルダで、フォルダ名がこちらも定期庶務連絡。次に清掃・リサイク

ル部事業課が管理しているフォルダで、フォルダ名が保存樹木等の落ち葉収集依頼受付

表。次に保育課が管理しているフォルダで、フォルダ名がチラシ配布依頼で、それぞれ管

理所属において受領した文書でございます。 

 性格分類２と３についての説明は以上になります。 

○会長 ありがとうございました。いかがでしょうか。特にございませんか。大丈夫ですか

ね。よろしいでしょうか。では、引き続き御説明いただければと思います。 

○事務局 ありがとうございます。では、次の性格分類が４になります。こちらは、また性格

分類４と５をまとめて説明させていただきます。 

 まず、４番の性格分類ですが、所管する事務事業の参考のために、出版物、公表物等を

単に複写・編集したものでございます。目録に上がってきていますのが、生活福祉課が管

理するフォルダで、こちらが２件ございます。フォルダ名が世田谷新聞（４～９月）、そ

れから（10～３月）の２件でございます。 

 続きまして、性格分類５ですが、所管する事務事業に関する事実関係の問合せのために

作成した文書でございます。こちらは国保・年金課が管理するフォルダで、該当が５件ご

ざいます。フォルダ名が経過処理票の（申請免除・昭和生まれ）、（申請免除・平成生ま

れ）、（学生納付特例）、（法定免除）、（産前産後免除）と呼ばれる５つのフォルダに

なります。内容は、免除申請書に何らかの不備があった際に、本人に原本を発送した際の

控えが収納されているということでした。 

 性格分類４と５についての説明は以上となります。 

○会長 いかがでしょうか。大丈夫ですかね。 

○副会長 性格分類で言うと４番の「世田谷新聞」なのですが、これは御説明を見ると新聞記

事と記述があるので、恐らくスクラップをしてクリッピングをしてある、つまり複写・編
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集をしたものなのだろうと思うのですが、もし『世田谷新聞』そのものを定期的に取って

いて、それを持っているだけだとすれば、そもそもそれは行政文書に該当しないので、登

録しなくてもいい文書に当たるのではないのかなと、やや疑問に思ったんですが、これは

編集してあるものですか。 

○事務局 そうです。所属において事務事業に関するところを切り抜いたりとか……。 

○副会長 クリッピングしてあるわけですね。とすると行政文書になってしまうので、承知し

ました。ありがとうございます。 

○会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。では、引き続き、よろしくお願い

します。 

○事務局 次に、性格分類６でございますが、６番は、ホームページ作成時の原稿、印刷物等

原稿、こちらは原稿の取りまとめの所属に提出したものの控えでございます。６番につい

ては全部で77件ございます。４ページ目の中段辺りまで続いておりますが、主にフォルダ

としてホームページ、ＳＮＳ、そして区のおしらせ等の原稿でございます。こちらは管理

所属に提出し、所属としてはその控えを保存しているものでございます。こちらについて

は、管理所属の御紹介は割愛させていただいて、以上、77件まとめて報告させていただき

たいと思います。 

 性格分類６についての説明は以上になります。 

○会長 いかがでしょうか。よろしいですかね。 

 では、次は性格分類７以降ですかね。 

○事務局 ありがとうございます。それでは、次に性格分類７でございます。分類７は、区の

施設や物品、庁有車等の維持管理に関する記録簿・日誌又は申請書・報告書等で、長期保

存をする必要のない文書となっております。 

 まず若林まちづくりセンターが管理するフォルダで、フォルダ名が電子証明書手続き日

報、次に世田谷総合支所の保健福祉課が管理するフォルダで、フォルダ名が自転車予約

表・貸出票、次に深沢まちづくりセンターが管理するフォルダで、フォルダ名が公用車運

転日誌で、この公用車運転日誌になりますが、フォルダとして管理している所属がほかに

喜多見まちづくりセンター、みどり政策課、次のページへ行きまして、教育環境課が管理

しております。ページを戻りまして、次に清掃・リサイクル部事業課が管理しているフォ

ルダで、使用済み小型家電回収ボックスによる回収報告書と、不燃ごみ資源化作業日報と

いうフォルダが２件。次のページへ行きまして、みどり政策課が管理するフォルダで、自
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転車及びバイク使用簿になります。それぞれ日報であるとか使用記録簿といった文書が収

納されております。 

 性格分類７についての説明は以上になります。 

○会長 ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 公用車の運転日誌なんですけれども、いずれにせよ、性格分類７は、「長期保存をする

必要のない」とか、あるいは「支障がない」というものがついていて、判断には留意をす

る必要のありそうなものが出てくるんですが、性格分類７のところで「運転手付貸出車両

を除く車両の運転日誌等」となっていて、運転手付貸出車両については、公用車運転日誌

というのは別にあるという意味ですか。 

○事務局 はい。別で管理されています。 

○会長 それはフォルダ名を見れば一目瞭然で分かるのかしら。 

○事務局 実際に運転手付の車両を使う所属というのは限られてはいるのですけれども、そこ

の所属において別のフォルダ名で管理されてはいます。 

○会長 ということは、要するにフォルダ名は一緒で、所属で判断をするという意味ですか

ね。 

○事務局 フォルダが分かれています。 

○会長 フォルダが分かれている？ 

○事務局 はい。 

○会長 運転手付かどうかということですか。 

○事務局 そうです。 

○会長 ということは、フォルダ名を見れば分かるということですかね。 

○事務局 はい。 

○会長 それで大丈夫ですか。 

○事務局 大丈夫です。 

○会長 分かりました。ここは運転手付とは関係がないというお話ですね。 

○事務局 そうです。 

○会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

○委員 今の公用車のフォルダ名に関係していることなんですが、これは、それぞれで部署に

よってタイトルが違うというのは何か理由があるんですか。見て同じ内容のものなのか違

うものなのかというのがちょっと……。 
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○事務局 公用車運転日誌の後の括弧書きの部分という……。 

○委員 そうです。括弧があったりなかったり、車名がというのは何かあるんですか。 

○事務局 ここは各所属において作成している部分にはなりますけれども、全庁の共通で作成

するフォルダについては、公用車運転日誌というところまでは全庁で統一するという決ま

りにはなっていますが、括弧書きのところは所属において、そのフォルダを使いやすいと

いうか、そういったところで定めている部分はあるかなと思います。 

○委員 はい、分かりました。 

○会長 微妙に公用車と庁有車というのがあるけれども。 

○委員 その概念があれですよね。 

○事務局 例えば、129、130行目の教育環境課のフォルダでは、フォルダ名が庁有車となって

います。これらのフォルダ名には、括弧書きでカローラですとか三菱ミニキャブという表

記がありますが、これは全庁で貸し出している車両ではなくて、教育環境課が所有してい

る車両についての日誌ということで、括弧書きで車種の名前まで入っているということと

併せて、公用車ではなくて庁有車という表現になっています。以上、補足させていただき

ます。 

○会長 なるほど。これぐらいだと支障はないかもしれませんけれども、了解しました。 

 ほかにいかがでしょうか。公用車と庁有車というのは、一応概念としては違うという意

味ですね。 

○事務局 そうです。 

○会長 ということは、ほかでもちゃんとこういう区分でやっているという意味ですよね。 

○事務局 はい。 

○委員 すみません、細かいようですけれども、Ｊ列のところですと、教育環境課の庁有車も

公用車使用記録簿となっているわけですよね。でも、違うということですね。 

○事務局 そうです。 

○事務局 この所属については庁有車使用記録簿が正しいですね。失礼いたしました。 

○会長 このＪ欄の名称というのは正式な名称なのですか。つまり、どのような文書が収納さ

れているフォルダかということで、この文書の名称というのは、文書に書かれているもの

が反映されているのか、それとも、それとは関係なく説明のために書いているのかという

ことです。 

○事務局 フォルダの内容説明のために書いている文書でございます。 
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○会長 そうすると、庁有車運転日誌の文書名というのは庁有車使用記録簿みたいな感じなん

ですか。 

○事務局 そうです。 

○会長 なるほど、分かりました。 

 ほかにいかがでしょうか。では、引き続き、よろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは、次の性格分類８は該当がございませんでしたので、性格分類９に移りた

いと思います。性格分類９は、一定の期間内に限定して行われる処理に使用される資料や

目録又は軽易で定型的な処理を繰り返し行う場合の当該処理に係る文書であって、処理終

了後に廃棄しても支障のない文書、例えばチェックリストなどとなっております。 

 まずは北沢保健福祉センターの子ども家庭支援課が管理するフォルダで、フォルダ名が

産後ケア事業申込一覧表（経過分）、中身ですが、産後ケア事業の利用経過した申込みの

一覧表となっております。次に砧まちづくりセンターが管理するフォルダで、フォルダ名

が通信管理レポート。次にマイナンバー担当課が管理するフォルダが４件ございまして、

１つ目が臨時窓口交付予定準備対象者リスト（受付済）というフォルダで、中身がマイナ

ンバーカードの申請の臨時窓口でのマイナンバーカード交付対象者の一覧表でございま

す。２つ目がカード発行一覧表というフォルダ名で、中身がＪ－ＬＩＳが作成し、Ｊ－Ｌ

ＩＳから区に送付したマイナンバーカードの一覧表でございます。３つ目が未交付リスト

（棚卸リスト）というフォルダ名で、中身が交付予定のマイナンバーカードが保管されて

いるか確認するための一覧表でございます。４つ目が破棄引き抜きリストというフォルダ

名で、中身が転出であるとか死亡などの理由で交付できないマイナンバーカードを確認す

る一覧表でございます。 

 性格分類９についての説明は以上になります。 

○会長 ありがとうございました。いかがでしょうか。よろしいですか。 

○委員 すみません、ちょっとだけ確認させてください。マイナンバー関係のものというの

は、多分作業用に一時的にデータベース等から抜き出したものということですよね。 

○事務局 おっしゃるとおりです。 

○委員 分かりました。大丈夫です。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。では、引き続き、以下お願いします。 

○事務局 ありがとうございます。次に、性格分類10と11について、まとめて御報告させてい

ただきます。 
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 まず、性格分類10は、外部機関から収集した又は送付されたもので、長期保存をする必

要のない文書、例えば簡易な事務連絡であるとか参考資料、パンフレット、ＤＭ、会報で

ございます。そして、深沢図書館が管理するフォルダで、フォルダ名がワンワンつうし

ん、中身が一時的に館内に掲示している子どもたちが描いた作品が収納されております。 

 続きまして、性格分類11は、庁内他部署から送付された参考資料等となっております。

所管する事務事業に関する参考資料であるとか、広報誌、刊行物、チラシ・パンフレッ

ト、会報となっております。該当は３件ございまして、同様なフォルダになるんですけれ

ども、障害施策推進課、公園緑地課、学校健康推進課が管理するフォルダで、フォルダ名

が世田谷区公報といったフォルダになります。 

 性格分類10と11についての説明は以上になります。 

○会長 ありがとうございました。いかがでしょうか。 

○副会長 性格分類では10番、「ワンワンつうしん」なのですが、２点確認がありまして、１

点目が、タイトルが恐らく中身とあまり整合的ではないように思いますので、継続的・定

期的に行っているような事業であれば、内容を合致するように改めたほうがいいのではな

いのかという点を指摘させていただきたいと思います。 

 もう１点が、これは中に子どもが描いた絵が恐らく入っている。子どもが描いたものを

１年未満で捨てるというのはちょっと忍びない気はするんですが、それは置いておいて、

これは描いたお子さんから正しく権利譲渡されているのかというのはやや気になりまし

て、出してもらうときに、恐らく返却はしませんよということをあらかじめ断った上で出

してもらっているのだとは思うんですが、子どもが描いたものとはいえ、子どもが知的財

産権も含めて持っているようなものだと思いますので、区が正しく権利譲渡されていると

いうか、譲渡を受けていて、区の裁量で処分ができるものだというのを確認したほうがい

いのかなと。もしそういったことができていないのだったら、そもそも区が権利を持って

いないので、区が保有していないという理屈になる。そうすると、そもそもこれも行政文

書に該当しないのでということになってくるので、ちょっと細かい話ではあるんですが、

この点、確認ができればと思います。 

○会長 ありがとうございます。重要な御指摘かと思います。いかがでしょうか。 

○事務局 ありがとうございます。そこまで今の段階では手持ち資料で確認ができていないの

で、持ち帰らせていただいて、そこの部分は確認させていただけたらと思います。 

○副会長 この手のものは、恐らくもらうときに返却はしませんよというので権利処理してい
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るのだと思うので、このままで問題ないと思うんですが、念のため、ちょっと御確認いた

だければと思います。 

○事務局 はい、ありがとうございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 そうすると、以上、百二十何件に関して、令和５年度１年未満保存文書の諮問自体が諮

問第17号、これの廃棄ということですが、今御指摘があったのは135番のものですが、こ

れはちょっと確認が必要だと思いますので、これを除いて一応廃棄ということでよろしか

ったでしょうか。 

 では、１件残りますけれども、取扱いをどうするか、つまり除いて廃棄という答申を先

につくってしまうのか、次回まとめて廃棄の判断をするのかというのは、事務局としては

どうですか。 

○事務局 そうしたら、次回の委員会のときにまとめて報告させていただいて、その場で答申

をいただけたらとは思います。 

○会長 分かりました。では、次回、これは答申ができればと思います。ありがとうございま

した。 

 

（2）諮問第18号 

○会長 続きまして、諮問第18号の御説明をお願いできればと思います。 

○事務局 それでは、事務局から説明いたします。 

 初めに、資料No.18－１、諮問第18号、諮問文を御覧いただけたらと思います。諮問第

18号、令和６年度に作成する保存期間が１年未満である公文書の移管及び廃棄に関する意

見聴取についてでございます。こちらは令和６年度中に随時保存期間が満了する、保存期

間が１年未満である公文書の廃棄の妥当性について、公文書管理条例第８条第２項の規定

に基づいて諮問するものでございます。 

 続きまして、資料No.18－２、令和６年度１年未満保存文書のフォルダ目録を御覧くだ

さい。お配りしている資料はＡ３判の資料で、データとしてはエクセルの資料になりま

す。紙の資料については、分量が多いので、１ページ目のみ机上に配付させていただいて

おります。こちらが今年度に作成しております１年未満保存文書のフォルダの目録となっ

ております。目録のつくりとしましては、先ほど諮問第17号のときに御説明させていただ

いたものと同じつくりとなっております。こちらにつきましては、対象のフォルダの件数



 14 

が1,460件と多くございますので、本日この場の確認はせず、本日から２週間後の６月21

日金曜日までに各委員の先生方に目録の御確認をいただきまして、より詳細な説明を要す

るフォルダ等がございましたら事務局まで御意見をお寄せいただけたらと思います。頂戴

した御意見につきましては、事務局から各所属に改めて確認をさせていただきまして、そ

の結果について、次回の第２回の委員会で御報告させていただき、答申まで進めることが

できたらと考えております。 

 委員の先生方に御確認いただいた際に御意見を付していただく箇所ですけれども、目録

の一番右側のＫ列に「委員からのご意見等」という欄を設けさせていただいておりますの

で、こちらに御入力いただきまして、データで事務局まで御提出をお願いしたいと考えて

おります。 

 諮問第18号についての説明は以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。そうすると、期日までに御確認いただき、意見をお出しく

ださいということですけれども、この時点で何か御質問はありますでしょうか。 

 令和６年って今年度ですよね。 

○事務局 そうです。今年度です。 

○会長 これは１年未満だから、もう発生している文書という意味ですかね。 

○事務局 発生している所属もあると思います。 

○会長 これは発生する可能性も含まれているんですか。 

○事務局 このフォルダのつくりとしましては、前年度作成されていたというか、使用してい

たものを複写して今年度作成されていますので、これから発生し得る文書も含まれている

と思います。 

○会長 要するに、このフォルダの中に保存されていく文書という意味ですよね。 

○事務局 そうです。 

○会長 ここにはないけれども、新たに作成される文書もあり得るという意味でしょうかね。 

○事務局 そうです。 

○会長 それはまた審議の対象に上がってくるということですかね。 

○事務局 そうです。新たに作成したフォルダは、来年度の委員会の追加作成分として諮問さ

せていただくことになります。 

○会長 これはフォルダベースで一応判断をしている形になっているので、そのフォルダの中

に具体の文書はどんなものが入っているのかというのは、正確に言えば確認はしていない
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形なのだけれども、前年度と同じフォルダ名で、説明も同じであれば、審議の必要がある

かどうかという問題はどうなのかな。 

○事務局 一応公文書管理条例では、廃棄する前にこの委員会に諮問するという形になってい

るので、現状で行くと諮問することにはなりますが、おっしゃっていただいたとおり…

…。 

○管理係長 昨年度と同じとかというふうに書けますか。 

○副会長 それか、新しくつくられたフォルダがあれば、そこについて細かく審議をすれば恐

らく大丈夫だと思いますので、新しくできたものだけ何かしら目印があると、それ以外の

ものは去年まで審議してきたものなので、念のため、もう一度委員の目でチェックをし

て、ここはやっぱり見直したほうがいいのではないかみたいなところがあれば、またそこ

を審議するような形が恐らく一番効率的だと思うんです。 

○会長 そうです。だから、この段階で新たに出来上がっているものがあるかどうかというこ

との印をつけていただけるといいのかなと。既にフォルダ名として審議済みということで

あれば、そのように記載するかどうかはともかくとして、新たなものについては何か印が

あるといいかなと思ったりします。 

○事務局 分かりました。ありがとうございます。そうしたら、目録のつくりについては、ま

た事務局のほうでも検討させていただけたらと思います。 

○会長 実際に廃棄するというのはいつになるんですか。 

○事務局 廃棄するのは、もちろんこの委員会の答申を得てからになりますけれども、１年未

満の保存期間の文書ですので、廃棄するタイミングは所属においてばらばらですね。 

○会長 要するに、公文書管理委員会がオーソライズしたらすぐにということですかね。 

○事務局 そうです。 

○会長 そうすると、ここの委員会のタイミングで廃棄するかしないかが決まってくる。 

○事務局 そういういう所属もあると思います。 

○会長 でも、ちょっと意味が分かっていないんだけど、令和６年の例えば来月やるとします

よね。そうすると、その段階でそのフォルダに入っている文書が廃棄対象になるのか、そ

れとも、そのフォルダ名を審議したので、以降入ってくるものは全部廃棄になるのかとい

うのはどっちなんですか。 

○事務局 後者のほうになります。 

○会長 どういう文書が入っているのかというのは確認しようもないので、それでもいいかな
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とは思いますけれども、何か変な感じはしますよね。市民感覚から変だと思われないです

かね。つまり、７月にここがオーソライズすれば、７月以降は、どんな文書が入ってきて

も、１日か２日で廃棄することができるということですよね。 

○事務局 そうです。 

○会長 それまではずっと持ち続けておかなければいけないという意味ですよね。 

○事務局 そうです。 

○会長 それでいいのかな。つまり、情報公開の対象になったときに、かなり保存期間にずれ

が生じるというか、この管理委員会が開催されているか否かで保存の期間が決まってくる

ような形になってしまうけれども、そういうことでいいのかということですが、これまで

１年保存のものは、その年の年度末に廃棄していたというわけではないんですね。 

○事務局 これまでも１年未満のものは随時廃棄されていく文書になっていました。 

○会長 過去においてもそうですか。 

○事務局 そうです。 

○会長 随時廃棄していたんですね。 

○事務局 はい。 

○会長 １年未満だといって年度末に廃棄をしていたわけではない。 

○事務局 はい。 

○会長 副会長、これはどうなんですか。ほかの自治体だと年度末に廃棄というのを結構聴い

たような気がしたんですけれども。 

○副会長 １年未満のものもこういう形でチェックするというのがほかの自治体にないやり方

になっていますので、ある意味、フィクションも含めて、少し外形的にチェックをして、

あとは包括的に裁量で廃棄をするということを認めてやらざるを得ない形になっていまし

て、そういう前提でこれまでも審議をしてきたと私自身は認識しています。ただ、各部署

として、やっぱり必要性があるから文書をある一定の期間は保留していると思いますの

で、例えば、中にフォルダが入って、次の日に捨てるみたいな極端なことは恐らくしなく

て、毎月毎月発生するような文書だったら、部署の中でそれなりに保存期間が決まってい

て、ある文書については１か月で捨てていて、ある文書については半年で捨ててみたいな

ばらつきが出ないように運用していると理解をしていました。 

 なので、今後も恐らくこういう形でやらざるを得ないのかなとは思っているんですが、

問題があれば、当然、例えば保存期間を１年にせずに、これは保存期間を１年以上にした
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ほうがいいのではないかということをこの委員会の場で議論して、変更してもらうという

こともできると思いますので、毎年毎年こういう形で委員会でチェックをする機会がある

ということも極めて重要だと思いますから、ここのチェックの機会を使って、一部、見直

しをしてもらう必要があるものは見直しをしてもらうというやり方でやっていくしかない

のかなと思います。 

○会長 極めて合理的なやり方ではあるんだけれども、要するに、廃棄をするときに公文書管

理委員会の審査を経るということは、存在している文書について確認をして廃棄の可否を

考えるというふうに一応は考えられますよね。そうなると、今後入ってくるものがよく分

からんけれども、大体こういうものだから廃棄をするということをオーソライズしておく

というのが、何となく法律家的には違和感があったりもするということなんですが、皆さ

んあまり違和感を持たないですかね。 

○副会長 今日、追加で審議をしたような形で、新しくフォルダを作ったり、新しくフォルダ

に文書を入れた場合に追加で審議をお願いしてくるような部署もあるので、恐らくやり方

が部署によってばらばらになっていることは間違いがないと思うのです。つまり、年度の

初めに包括的にフォルダについて承認していただいて、あとは裁量の中で廃棄をしていく

という部署がある一方で、今日、追加で出てきたような形で、審議後に文書を入れたよう

な場合には改めて審議をしていくというような２パターンになってしまっているのは、考

え方は整理しなくてはいけないのかなと思います。 

○会長 要するに、この委員会での審議のタイミングの問題でもあると思うんですが、年度末

に近くなればなるほど別のものが忙しくなるというのは、これまでの経験上、分かってい

ることではあるんだけど、例えば１年未満のものについて、年度初めの一番最初のところ

でやるかという問題もあるかなと。要するに、今やっているのは積み残しですよね。 

○副会長 今日の諮問第17号は積み残しを……。 

○会長 ごめんなさい、17号については。 

○副会長 そうです。なので、委員会の回数がますます増えるので委員も事務局も自ら首を絞

めることになるのですが、委員会の開催頻度が増えれば、例えば、３か月に１回、１年未

満のものをチェックして承認を出して、それまでにたまったものを捨てるみたいなオペレ

ーションはできると思うんです。 

○会長 どうですかね。あまり違和感はないですか。というか、区民から見たときにどう見え

るのかということをちょっと気にはしているんです。要するに、廃棄をする際に公文書管
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理委員会の意見を聴くと言ったときに、今後入ってくるものについて、もう意見を聴いて

いるという話になるのは大丈夫かなという。 

○副会長 これまでそういう運用でやってきてしまったので、一度ここで立ち止まって議論を

してみるのも、もちろん意味があることだと思います。この後の委員会の中で、今後どう

いう形でより適切な形ができるのかというのは、ディスカッションしてみるといいかもし

れません。 

○会長 今日が比較的……。この後のスケジュールは何でしたか。これで終わりでしたか。 

○事務局 本日はそうです。 

○会長 そうですよね。あと今後の日程の問題になりますけれども、忌憚なく御意見をお伺い

できればと思いますが、どうでしょう。 

○委員 区民の感覚からすれば、それは確かにおかしい。おかしいというか、不思議と思われ

ることは思われるのではないかと、私もそれは思います。これから出てくるものが既に廃

棄になるというのはおかしいのではないかなと思います。 

○副会長 ただ、一方で、１年未満までこういう形でチェックするというのは国ですらやって

いませんし、ほかの自治体でもやっていない、非常に丁寧な対応をしているので、実はか

なりいいことをしているんですね。どこまでコストをかけて―当然この委員会を開催

するために事務局の負担も大きいですし、公費をかけてチェックするということになりま

すので、やっぱりそこのバランスも考えなくてはいけない。そう考えたときに、フォルダ

名というものに対して外形的に包括承認を与えてやっているというやり方は、合理性とい

う観点から見たときにやっぱり一部利があるので、私個人としてはこのやり方でいいので

はないかと考えてきたのですが……。 

○会長 現実には、フォルダ名で判断をするので、新しく出てきたものについて丁寧に見れば

いいということだと思うんです。それをいつやるかの問題なんですけれども、年度初めに

やるということの違和感というのでしょうかね。だから、審査が割と丁寧に行われてくれ

ば、ほぼほぼフォルダ名で判断をしてきてはいるので、旧来と同じフォルダ名であれば、

それは廃棄対象ということでほぼほぼ自動的に判断ができて、新しいフォルダについて、

それでどうかということを検討すればいいということについては変わらないと思うんです

が、それを年度初めにやるのか、年度終わりにやるのかという時期の問題というんですか

ね。だから、実質的にはそんな変わらないかもしれないけれども、年度の終わりぐらいに

やるのであれば、もう既にそこにたまってきたものを廃棄するという話になるけれども、



 19 

年度初めにやるということであると、これからいっぱい入ってくるものが廃棄の対象にな

るということを判断すると見えてくるので、それがどうかなということになります。 

○副会長 恐らく委員会がもう１回増えることになるとは思うんですが、年２回に分けるパタ

ーンと、秋口ぐらいにやる。半期は経過して、ある程度様子が分かってきた段階で一括承

認、これまでと同じような形でやる。時期をずらすというのが多分プランＢだとは思うん

です。 

○会長 新年度の一番最初に前年度のをやるという方法もあるとは思うんですよね。 

○副会長 そうすると、１年未満ではなくなってしまいますので。 

○会長 それはそうなんですけどね。 

○副会長 なかなか難しいですね。１年未満をやるという話を聴いたときに、これは難しいと

いう話を何度か事務局の方には事前のレクの中でも申し上げて……。 

○委員 当該時点に発生している資料を１年未満で廃棄するという考え方で行くのであれば、

何回かに分けて、これは定型的なものですという形で処理するのは、そこまで時間がかか

らないし、現物を処理しているというところにはなるのかなと話を聴きながらちょっと思

っていたところです。類型でやってしまうと、発生していないものも承認をしているしと

いうのは、確かに違和感というか、それで本当に大丈夫でしょうかという言い方はおかし

いんですけれども、そういうのもあり得ると思いますので……。 

○会長 でも、本当にその文書を見て判断しているのかと言われれば、そうではないので、結

果的には同じでしょうということになるんだけれども、説明の問題ですかね。でも、そん

なに時間をかけていられないというのもあるので、一応そういう議論を経たということ

で、この形での審議ということにしますかね。少なくとも、そういうことを議事録に残し

て、そういうつもりで審議をしているということも重要だと思いますので、一応この形で

審議をするということで、ただ、そういう意味での区民からの違和感もあるということを

議論の中に含み込んだ上で、一方で、審議自体がフォルダ名で審議をしているということ

から、実際に新たなものが入ってきたとしても、廃棄する、しないの判断に違いはないだ

ろうということで、この形で判断をするということにしますかね。ありがとうございまし

た。 

○事務局 ありがとうございます。 

○会長 では、今年度のものについては期日までに御意見をいただくということで進められれ

ばと思いますが、その際に、新しく作成されたフォルダについては何らかの形で御提示を
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いただけるとよろしいかなと思います。 

○事務局 はい、分かりました。 

○会長 これは大丈夫ですか。 

○委員 改めてデータを……。 

○事務局 そうです。お送りする形になるかなと思いますので、メールでまた提供させていた

だければと思います。 

○会長 では、よろしくお願いいたします。 

  

（4）次回の開催予定 

○会長 今後の日程についてということですが、事務局からの説明の前に、多分７月12日が予

定されていると思うんですけれども、私はこの日の日程が取れなかったのですが、下重先

生にお願いをして運営をするか、翌週であれば時間は取れるということですけれども、い

かがしましょうか。 

○副会長 翌週といいますと７月19日。 

○会長 19日ですね。 

○副会長 私は19日も可能ですが、ほかの先生方はいかがですかね。 

○委員 大丈夫です。 

○委員 大丈夫です。 

○会長 寺田先生もありますが、では、大変申し訳ないんですけれども、19日に変更していた

だけると助かります。すみません、いろんな役職を抱えていて、網の目のようにいろんな

ものが入ってきてしまって大変御迷惑をおかけしていますが、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 では、事務局のほう、御説明をよろしくお願いします。今、説明してしまったから、あ

れなのかもしれませんけれども。 

○区政情報課長 それでは、改めて御案内いたします。次回の第２回の公文書管理委員会は７

月19日ということで、調整がつけば同じ時間で行えればというところで、オンラインによ

る開催になると存じます。内容につきましては、諮問第18号の文書フォルダの目録につい

て報告できるようにしてまいります。よろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上です。 

○会長 ありがとうございます。 
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５．閉  会 

○会長 では、これで令和６年度第１回の委員会を終わりたいと思います。どうもお疲れさま

でした。 

 


